
規定の内容 規定条文

延べ床面積１０，０００㎡超の建築物について、建物用
途ごと（２，０００㎡以上である、ホテル等、病院等、百
貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、集会場等）に
評価

改正なし

第８条の３
第２項

第９条の３
第４項第１号

旧判断基準（※６）によるPALの低減率。
　PAL低減率
　　=（（PAL基準値-PAL）÷PAL基準値）×１００

新判断基準（※５）によるPALの低減率。
　（計算式は変わらず。）

　※実質的に改正なし。

別表第１の５
備考１

ＰＡＬ単独では無し
（ＥＲＲとの組合せ規定）

PAL低減率=０以上
　（H２５年判断基準相当以上）

第９条の３
第４項第１号

別表第１の５

延べ床面積１０，０００㎡超の建築物について、建物用
途ごと（２，０００㎡以上である、ホテル等、病院等、百
貨店等、事務所等、学校等、飲食店等、集会場等）に
評価

延べ床面積１０，０００㎡超の建築物全体について評
価
（ホテル等、病院等、百貨店等、事務所等、学校等、飲
食店等、集会場等、工場等のいずれかが２，０００㎡以
上である場合）

第８条の３
第２項

第９条の３
第４項第２号

旧判断基準（※６）による各設備区分のCECとコンセン
ト負荷等を統合した計算式で算出。
　ERR
　　=（１-（１－K）×（（ET＋０．４×（EAC＋EL））
　　　　÷（ET＋０．４×（EAC＋EL））））×１００

新判断基準（※５）による、「建築物全体の設計一次エ
ネルギー消費量」及び「建築物全体の基準一次エネル
ギー消費量」から算出。

　ERR=（１-BEI）×１００

　※BEI
　　　=（建築物全体の設計一次エネルギー消費量）÷
　　　　（建築物全体の基準一次エネルギー消費量）

別表第１の５
備考２

　PAL低減率=　５%未満の場合ERR=１０以上

　PAL低減率=　５%以上の場合ERR=９以上

　PAL低減率=１０%以上の場合ERR=８以上

　PAL低減率=１５%以上の場合ERR=７以上

　PAL低減率=２０%以上の場合ERR=６以上

　PAL低減率=２５%以上の場合ERR=５以上

ERR=０以上
　（H２５年判断基準相当以上）

　※従来のようなPAL低減率との組合せ規定は無し。

第９条の３
第４項第２号

別表第１の５

用途ごとの適合状況により記載する。 建築物全体での適合状況により記載する。
別記第３号
様式の２
６

用途ごとの適合状況により記載する。
建築物全体での適合状況により記載する。

別記第３号
様式の２
７

【注意】
「エネルギーの使用の合理化
に関する性能の目標値」は、
建築物環境計画書に先立ち
「エネルギー有効利用計画
書」に記載されるものですが、
これについても一次エネル
ギー消費量基準に改正され
ています。
エネルギー有効利用計画制
度の改正説明資料等を併せ
て参照してください。

建築物環境計画書
提出期日

○ 建築確認申請等の日の３０日前

次の日のいずれか早い日の３０日前
　・建築確認申請等の日
　・都市の低炭素化の促進に関する法律（エコ
　　まち法）に基づく認定申請の日

第１０条第３項

備考

評価対象

計算方法

ERR

PAL
低減率

基準値

詳細項目

○
省エネルギー性能
基準

改正理由

判
断
基
準
改
正

エ
コ
ま
ち
法
制
定

そ
の
他

改正内容

改正後

改正前

評価対象

計算方法

基準値

【注意】
改正後の規定適用に関する
経過措置については、次ペー
ジの附則に関する記述のとお
りです。
個々の建物の形態（住宅／非
住宅／複合）その他に応じ
て、経過措置の適用が異なり
ますので、詳細は担当までお
問合せください。

エネルギーの使用の合理化に関す
る性能の目標値への適合状況

建築物環境計画書
様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物環境計画書制度 平成２５年４月１日改正事項一覧　≪概要≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意】本資料では各規程の改正内容の要点をわかりやすくお伝えするため、規定内容を部分的に省略、要約等して記述しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計画書作成等の実務に際しては、各規程の条文を参照して確認するようにしてください。

環
境
確
保
条
例
施
行
規
則

○

省エネルギー性能基準
に対する適合状況

規程 項目
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規定の内容 規定条文

備考
詳細項目

改正理由

判
断
基
準
改
正

エ
コ
ま
ち
法
制
定

そ
の
他

改正内容

改正後

改正前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物環境計画書制度 平成２５年４月１日改正事項一覧　≪概要≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意】本資料では各規程の改正内容の要点をわかりやすくお伝えするため、規定内容を部分的に省略、要約等して記述しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計画書作成等の実務に際しては、各規程の条文を参照して確認するようにしてください。

規程 項目

改正規定の施行日 ○ 附則第１項

新規定適用の経過
措置
（増築の場合）

○ 附則第２項

新規定への変更義
務

○ 附則第７項

【※７新判断基準】
エネルギーの使用の合理化
に関する建築主等及び特定
建築物の所有者の判断の基
準
（平成25年経済産業省・国土
交通省告示第1号）

【※８旧判断基準】
建築物に係るエネルギーの
使用の合理化に関する建築
主等及び特定建築物の所有
者の判断の基準
（平成21年経済産業省・国土
交通省告示第3号）

【※９新目標値】
新規則（※４）の規定により設
定した目標値

特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）の増築については、当分の間、なお従前の例による。

平成２５年４月１日から施行する。（下記のとおり経過措置あり）

○

特別大規模特定建築主（１０，０００㎡超の建築物の建築主。新築をしようとする者に限る。）であって、
平成２５年４月１日より前に建築物環境計画書を提出した者、又は、前項の規定によりなお従前の例によるとされた者が、

新判断基準（※７）の適用を受けることとなったとき、又は、附則第４項に規定する場合（旧判断基準（※８）を適用していた者が新判断基準（※７）を
適用することとなり、

エネルギー有効利用計画書変更届を提出した場合）において新目標値（※９）を記載したエネルギー有効利用計画書を届け出たときは、

前項の規定にかかわらず、「新基準値（※７）に対する適合状況」、及び、「新目標値（※９）への適合状況」を記載した変更届を提出しなければなら
ない。

附則第６項

【※１旧目標値】
旧規則（※２）の規定により設
定した目標値

【※２旧規則】
今回の改正前の「都民の健康
と安全を確保する環境に関す
る条例施行規則」

【※３旧判断基準適用者】
省エネ法に基づき省エネル
ギー計画書を提出する際、新
判断基準（※５）の附則第２項
の規定により「なお従前の例
によること」とされる基準の適
用を受ける者。

【※４新規則】
今回の改正後の「都民の健康
と安全を確保する環境に関す
る条例施行規則」

【※５非住宅用途】
新規則（※４）第８条の３第２
項第２号から第９号までに規
定する用途

【※６住宅用途】
新規則（※４）第８条の３第２
項第１号に規定する用途

特別大規模特定建築主（１０，０００㎡超の建築物の建築主。新築をしようとする者に限る。）であって、
「旧目標値（※１）を記載したエネルギー有効利用計画書を提出した者」又は「旧判断基準適用者（※３）である者」が、

建築物環境計画書又は変更届に、「省エネルギー性能基準に対する適合状況」及び「エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値への適
合状況」を記載して提出するときの、「当該省エネルギー性能基準の値」及び「当該目標値の設定」については、

次の期間は、新規則（※４）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【非住宅用途（※５）に供する部分】
平成２５年４月１日から平成２６年３月２２日（変更届は同月３１日）まで、

【住宅用途（※６）に供する部分】
平成２５年４月１日から平成２７年３月２２日（変更届は同月３１日）まで

ただし、住宅用途（※６）に供する部分のみがなお従前の例によるときは、別記第３号様式の２（建築物環境計画書）については新規則の規定によ
る。

「省エネルギー性
能基準」及び
「エネルギーの使
用の合理化に関す
る性能の目標値」
に関する新規定適
用の経過措置
（新築の場合）

環
境
確
保
条
例
施
行
規
則

（
つ
づ
き

）
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規定の内容 規定条文

備考
詳細項目

改正理由

判
断
基
準
改
正

エ
コ
ま
ち
法
制
定

そ
の
他

改正内容

改正後

改正前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物環境計画書制度 平成２５年４月１日改正事項一覧　≪概要≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意】本資料では各規程の改正内容の要点をわかりやすくお伝えするため、規定内容を部分的に省略、要約等して記述しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計画書作成等の実務に際しては、各規程の条文を参照して確認するようにしてください。

規程 項目

取組・評価書の作
成を省略できる場
合

○

①特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）の主たる
用途以外の用途部分で、工場等に係る取組・評価書

②特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）の主たる
用途以外の用途部分で、床面積が２，０００㎡未満で
ある用途に係る取組・評価書

③特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）以外の特
定建築物の主たる用途以外の用途部分に係る取組・
評価書

①特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）の主たる
用途以外の用途部分で、床面積が２，０００㎡未満で
ある用途に係る取組・評価書

②特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）以外の特
定建築物の主たる用途以外の用途部分に係る取組・
評価書

第４第２項

基準なし 改正なし

定格出力計10kW未満設置するともに、電力でエネル
ギーを得るものについては系統連系を行っているこ
と。

定格出力計１０ｋＷ未満設置するとともに、再生可能エ
ネルギーを電気に変換して利用する設備については
系統連系を行っていること。

ただし、当該電力を当該特定建築物で使用するエネル
ギー消費量の低減のために使用しないもの（再生可能
エネルギーを熱に変換して利用する設備を設置してい
るものを除く。）については適用しない。

定格出力計10kW以上設置するとともに、電力でエネル
ギーを得るものについては系統連系を行っているこ
と。

定格出力計１０ｋＷ以上設置するとともに、再生可能エ
ネルギーを電気に変換して利用する設備については
系統連系を行っていること。

ただし、特定建築物のうち、当該電力を当該特定建築
物で使用するエネルギー消費量の低減のために使用
しないもの（再生可能エネルギーを熱に変換して利用
する設備を１０ｋW以上設置しているものを除く。）につ
いては適用しない。

住宅 設備仕様による点数方式による評価 改正なし

旧判断基準（※６） 新判断基準（※５）

旧判断基準（※６）による各設備区分のCECとコンセン
ト負荷等を統合した計算式で算出。
　ERR
　　=（１-（１－K）×（（ET＋０．４×（EAC＋EL））
　　　　÷（ET＋０．４×（EAC＋EL））））×１００

新判断基準（※５）による、「建築物全体の設計一次エ
ネルギー消費量」及び「建築物全体の基準一次エネル
ギー消費量」から算出。

　ERR=（１-BEI）×１００

　※BEI
　　　=（建築物全体の設計一次エネルギー消費量）÷
　　　　（建築物全体の基準一次エネルギー消費量）

①ERRが次のとおりであること。
　【工場等以外の用途】5以上25未満
　【工場等の用途】0以上40未満

②各用途ごと、各設備区分ごとの各CECが、
　Ｈ１年判断基準の基準値以下であること。

ERRが0以上10未満であること。

段階1の②の基準に適合し、かつ、ERRが次のとおりで
あること。
　【工場等以外の用途】25以上35未満
　【工場等の用途】40以上55未満

ERRが10以上11未満であること。

段階1の②の基準に適合し、かつ、ERRが次のとおりで
あること。
　【工場等以外の用途】35以上
　【工場等の用途】55以上

ERRが11以上であること。

全用途 基準なし 改正なし

特定建築物
の全部又は
一部が

RC造または
SRC造

品確法評価方法基準第５　３－１（３）ハ①a、b及びcの
基準に適合すること。

水セメント比、かぶり厚さ及びモルタル塗り、タイル貼り
等による躯体の保護について、
品確法評価方法基準第５　３―１(３)ハ①ａ、ｂ及びｃの
基準に適合すること。

特定建築物
の全部又は
一部が
S造

基準なし

柱、はり、又は筋かいに使用されている鋼材に係る厚
さ及び防錆の措置について、
品確法評価方法基準第５　３―１(３)ロ①ａ及びｄの基
準に適合すること。

特定建築物
の全部又は
一部が

RC造または
SRC造

品確法評価方法基準第５　３－１（３）ハ①a、b及びcの
基準に適合すること。

水セメント比、かぶり厚さ及びモルタル塗り、タイル貼り
等による躯体の保護について、
品確法評価方法基準第５　３―１(３)ハ①ａ、ｂ及びｃの
基準に適合すること。

特定建築物
の全部又は
一部が
S造

基準なし 改正なし

全用途 基準なし 改正なし

評価を適用しない 改正なし

評価を適用する
「評価を適用しない」とすることができる

（任意評価項目）

住宅

段階２

段階１

段階２

段階２

住宅

非住宅

別表第１

段階３

全用途

段階１

段階３

非住宅

評価項目
「建築設備からの
人工排熱対策」
の適用

○

○

評価項目
「躯体の劣化対策」
の段階評価基準

評価項目
「設備システムの
省エネルギー」
の段階評価基準

○

○

準拠する判断基準

評価方法

非住宅

段階１

段階３

計算方法

【注意】
改正後の規定適用に関する
経過措置については、下記の
附則に関する記述のとおりで
す。
個々の建物の形態（住宅／非
住宅／複合）その他に応じ
て、経過措置の適用が異なり
ますので、詳細は担当までお
問合せください。

【注意】
左記の改正事項については、
経過措置はありません。
旧判断基準適用者（※３）も含
め、平成２５年４月１日から適
用されます。

別表第３

建
築
物
環
境
配
慮
指
針

評価項目
「再生可能エネル
ギーの変換利用」
の段階評価基準
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規定の内容 規定条文

備考
詳細項目

改正理由

判
断
基
準
改
正

エ
コ
ま
ち
法
制
定

そ
の
他

改正内容

改正後

改正前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物環境計画書制度 平成２５年４月１日改正事項一覧　≪概要≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意】本資料では各規程の改正内容の要点をわかりやすくお伝えするため、規定内容を部分的に省略、要約等して記述しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計画書作成等の実務に際しては、各規程の条文を参照して確認するようにしてください。

規程 項目

改正規定の施行日 ○ 附則第１項

新規定適用の経過
措置
（増築の場合）

○ 附則第２項

【※１０新指針】
今回の改正後の「東京都建築
物環境配慮指針」

【※１１旧指針］
今回の改正前の「東京都建築
物環境配慮指針」

【解説】
「なお従前の例によること」と
される場合でも、取組・評価書
（住宅以外の用途）の「第１」
の「資源の適正利用」の「Ⅷ長
寿命化等」の中で、単位が従
来「kg／㎡」であった部分は、
平成２５年４月１日から「N／
㎡」で記載することとなりま
す。

新規定適用の経過
措置
（新築の場合）

○ 附則第３項

【解説】
「なお従前の例によること」と
される場合でも、取組・評価書
（住宅以外の用途）の「第１」
の「資源の適正利用」の「Ⅷ長
寿命化等」の中で、単位が従
来「kg／㎡」であった部分は、
平成２５年４月１日から「N／
㎡」で記載することとなりま
す。

新規定への変更義
務

○ 附則第４項

【解説】
左記の規定は、「省エネ計画
書の変更により、適用される
判断基準が変わった場合」等
を想定しています。

「住宅部分は旧基
準、非住宅部分は
新基準」となる場合
の、
取組・評価書の記
載方法

○ 附則第５項

【※１２住宅用途】
新規則（※４）第８条の３第２
項第１号に規定する用途

【※１３住宅以外の用途】
新規則（※４）第８条の３第２
項第２号から第９号までに規
定する用途

【解説】
第３項及び第４項の規定によ
り、「住宅用途部分は旧基
準、非住宅用途部分は新基
準」となる場合は、非住宅用
途部分のみについて新基準
によるERRを取組・評価書に
記載することとなります。

平成２５年４月１日
より前に建築物環
境計画書を提出し
た場合の取扱い

○ 附則第６項

平成２５年４月１日より前に建築物環境計画書を提出した場合は、次の規定の適用については、なお従前の例による。
　・新指針（※１０）別表第１（段階評価基準）（「資源の適正利用」の「長寿命化等」の「躯体の劣化対策」の住宅用途の欄に限る。）
　・別表第３（取組・評価書への記載を省略できる評価項目）
　・別記第１号様式（住宅用途の取組・評価書）

「第３項の規定により住宅用途（※６）部分のみが、なお従前の例によるとされた場合、、又は、「第４項に規定により非住宅用途（※５）部分のみに
ついて改正後の規定に基づく建築物環境計画書を届け出ることとなった場合」について、
新指針（※１０）第４　２で「住宅用途（※１２）に供する部分も含めた建築物全体」とあるのは「建築物のうち、住宅以外の用途（※１３）に供する部
分」と読み替えて適用し、
新指針（※１０）別記第２号様式（住宅以外の用途の取組・評価書）の「エネルギーの使用の合理化」の「Ⅲ省エネルギーシステム」の中で、「特定建
築物の全体」とあるのは「特定建築物のうち、住宅以外の用途に供する部分」とする。

特定建築主（２，０００㎡以上の建築物の建築主。新築をしようとする者に限る。）であって、旧判断基準適用者（※３）である者が、
旧指針（※１１）の次の規定に基づいた建築物環境計画書又は変更届を提出しようとするときについて、

　・第４（取組・評価書の作成方法）
　・第７（エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値の確保）
　・別表第１（段階評価基準）（「エネルギーの使用の合理化」の「省エネルギーシステム」の「設備システムの省エネルギー」の
　　「住宅以外の用途」の欄に限る。）
　・別記第２号様式（取組・評価書（住宅以外の用途））
　・別記第４号様式（省エネルギー性能状況報告書）

次の期間は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この場合において、なお従前の例によることとされる旧指針（※１１）別記第２号様式の「第１」の「資源の適正利用」の「Ⅷ長寿命化等」の中で、「kg
／㎡」とあるのは「N／㎡」とする。

【非住宅用途（※５）に供する部分】
平成２５年４月１日から平成２６年３月２２日（変更届は同年３月３１日）まで

【住宅用途（※６）に供する部分】
平成２５年４月１日から平成２７年３月２２日（変更届は同年３月３１日）まで

特定建築主（２，０００㎡以上の建築物の建築主）であって、
平成２５年４月１日より前に建築物環境計画書を提出した者、又は、前項の規定によりなお従前の例によるとされた者が、
新判断基準（※７）の適用を受けることとなったときは、
同項の規定にかかわらず、改正後の規定に基づく建築物環境計画書により変更届を提出しなければならない。

平成２５年４月１日から施行する。（下記のとおり経過措置あり）

特定建築物（２，０００㎡以上）の増築については、当分の間、新指針（※１０）の次の規定は、なお従前の例による。
　・第４（取組・評価書の作成方法）
　・第７（エネルギーの使用の合理化に関する性能の目標値の確保）
　・別表第１（段階評価基準）
　　　※「エネルギーの使用の合理化」の「省エネルギーシステム」の「設備システムの省エネルギー」の「住宅以外の用途」の欄に
　　　　　限る。
　・別記第２号様式（住宅以外の用途の取組・評価書）
　・別記第４号様式（省エネルギー性能状況報告書）

上記の場合において、旧指針（※１１）の別記第２号様式（住宅以外の用途の取組・評価書）を作成する場合は、「資源の適正利用」の「Ⅷ長寿命化
等」の中で、「kg／㎡」とある部分は「N／㎡」とする。

建
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物
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境
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規定の内容 規定条文

備考
詳細項目

改正理由

判
断
基
準
改
正

エ
コ
ま
ち
法
制
定

そ
の
他

改正内容

改正後

改正前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物環境計画書制度 平成２５年４月１日改正事項一覧　≪概要≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注意】本資料では各規程の改正内容の要点をわかりやすくお伝えするため、規定内容を部分的に省略、要約等して記述しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計画書作成等の実務に際しては、各規程の条文を参照して確認するようにしてください。

規程 項目

２５以上

２０以上２５未満

１５以上２０未満

１０以上１５未満

０以上１０未満

旧判断基準（※８） 新判断基準（※７）

段階1の②の基準に適合し、かつ、
３５以上

１１以上

段階1の②の基準に適合し、かつ、
３０以上３５未満

１０．５以上１１未満

段階1の②の基準に適合し、かつ、
２５以上３０未満

１０以上１０．５未満

段階1の②の基準に適合し、かつ、
１５以上２５未満

５以上１０未満

段階1の②の基準に適合し、かつ、
５以上１５未満

０以上５未満

改正規定の施行日 ○ 附則第１項

新規定適用の経過
措置
（増築の場合）

○ 附則第２項

新規定適用の経過
措置
（新築の場合）

○ 附則第３項

【※１４新基準値】
新規則（※４）に基づく「省エネ
ルギー性能基準」

【※１５新目標値】
新規則（※４）に基づく「エネル
ギーの使用の合理化に関す
る性能の目標値」

ラベルにおける
基準年度表示

○ ２００９年度基準 ２０１３年度基準 別記様式

【解説】
左記の改正は、新指針（※１
０）において、住宅用途の評
価項目「躯体の劣化対策」の
段階評価基準が改正されたこ
とによるものです。

改正規定の施行日 ○ 附則第１項

建築物環境計画書
の提出日による取
扱い

○ 附則第２項
改正後の規定は、平成２５年４月１日以後に建築物環境計画書を提出した場合について適用し、平成２５年４月１日より前に建築物環境計画書を
提出した場合については、なお従前の例による。

マ
ン
シ

ョ
ン
環
境
性
能
表
示
基
準

改正なし

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

性
能
評
価
書
作
成
基
準

平成２５年４月１日から施行する。（下記のとおり経過措置あり）

新規則（※４）附則第２項の規定によりなお従前の例によるとされる特別大規模特定建築物（１０，０００㎡超）の増築については、
当分の間、今回の改正後の「東京都省エネルギー性能評価書作成基準別表」（評価基準）、及び、「別記第１号様式」（省エネルギー性能評価書）
の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特別大規模特定建築主（１０，０００㎡超の建築物の建築主。新築をしようとする者に限る。）であって、

「新規則（※４）附則第６項の規定により非住宅用途（※５）に供する部分がなお従前の例によるとされた者」、又は、「新規則（※４）附則第７項に規
定する場合において平成２５年４月１日より前に規定により建築物環境計画書を提出した者」が、

住宅用途（※６）に供する部分のみについて「新基準値（※１４）に対する適合状況」、及び、「新目標値（※１５）への適合状況」を記載した建築物環
境計画書を届け出ることとなったものについては、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

平成２５年４月１日から施行する。（下記のとおり経過措置あり）

PAL
低減率

AAA

AA

C

ERR

A

準拠する判断基準

AAA

B

B

C

AA

A

○
評価基準
（AAA、AA、A、
B、C）

別表
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